
 

 

 

政策会議付議事案書（令和７年１０月１７日） 

提案課名 選挙管理委員会事務局 

報告者名 安川 正幸 

事案名 
 秦野市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動費用の公費負担

に関する条例の一部を改正することについて 

    有 

資料 

    無 

目
的
・
必
要
性 

 「公職選挙法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第２００号）」が令和

７年６月４日に公布、施行され、選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成に

係る公費負担の限度額が引き上げられたことに伴い、その額に準じて、「秦野市の

議会の議員及び長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する条例」に規定す

る限度額についても所要の改正をするものです。 

経
過
・
検
討
結
果 

１ 前回の改正 令和４年１２月（公職選挙法施行令の一部改正による。） 

２ 令和７年６月４日 「公職選挙法施行令の一部を改正する政令」の公布・施行 

３ 政令市を除く県内各市の対応状況について 

鎌倉市、茅ヶ崎市は９月の議会で改正済み、本市を含む１２市が１２月議会で

改正予定、小田原市、座間市については、来年度以降に改正予定となっていま

す。 

なお、改正する全ての市において、その内容は、政令に準じた額となっていま

す。 

決
定
等
を
要
す
る
事
項 

 公費負担に係る限度額の単価を、政令に準じて次のとおり引き上げること。 

 

１ビラ作成について    ８円３８銭に引き上げ（現行単価 ７円７３銭） 

２ポスター作成について  ５８６円８８銭に引き上げ（現行単価 ５４１円３１銭） 

今
後
の
取
扱
い 

１ 令和７年１１月  市議会第４回定例月会議に条例改正議案を提出 

      １２月  改正条例の施行 

２ 改正条例が適用される主な選挙  

 (1) 秦野市長選挙（令和８年１月３０日任期満了） 

 (2) 秦野市議会議員選挙（令和９年９月１０日任期満了） 

 

 議題４ 
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議案第  号  

 

秦野市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動費用の公費負

担に関する条例の一部を改正することについて 

 

秦野市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する

条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

令和７年  月  日提出 

 

                      秦野市長 高 橋 昌 和  

 

提案理由 

公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスタ

ーの作成に係る公費負担の限度額を引き上げるため、改正するものでありま

す。 
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秦野市条例第  号  

 

   秦野市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動費用の公費負 

担に関する条例の一部を改正する条例 

 

 秦野市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する

条例（平成５年秦野市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第１項本文中「７円７３銭」を「８円３８銭」に改める。 

 第８条第２項中「５４１円３１銭」を「５８６円８８銭」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日（次項において「施行日」という。）から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の秦野市の議会の議員及び長の選挙における選挙運

動費用の公費負担に関する条例の規定は、施行日以後にその期日を告示され

る選挙について適用し、施行日前までにその期日を告示された選挙について

は、なお従前の例による。 
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議案第  号 秦野市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

新 旧 

（公費によるビラ作成の範囲）  （公費によるビラ作成の範囲） 

第６条 本市は、候補者が前条の規定による届出をしたときは、

その届出に係る契約によりその候補者が作成事業者に支払うべ

き金額のうち、ビラ１枚当たりの作成単価（８円３８銭を超え

るときは、８円３８銭）にそのビラの作成枚数を乗じて得た金

額を、その作成事業者の請求によりその作成事業者に対して支

払うものとする。ただし、法第９３条第１項の規定によりその

候補者の供託物が本市に帰属するときは、公費負担しないもの

とする。 

第６条 本市は、候補者が前条の規定による届出をしたときは、

その届出に係る契約によりその候補者が作成事業者に支払うべ

き金額のうち、ビラ１枚当たりの作成単価（７円７３銭を超え

るときは、７円７３銭）にそのビラの作成枚数を乗じて得た金

額を、その作成事業者の請求によりその作成事業者に対して支

払うものとする。ただし、法第９３条第１項の規定によりその

候補者の供託物が本市に帰属するときは、公費負担しないもの

とする。 

２ （略） ２ （略） 

 （公費によるポスター作成の範囲）  （公費によるポスター作成の範囲） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 前項本文の場合において、ポスター１枚当たりの作成単価が、 

５８６円８８銭に秦野市の議会の議員及び長の選挙におけるポ

スター掲示場の設置に関する条例（昭和５８年秦野市条例第６ 

号）により設置するポスター掲示場（以下「掲示場」という。） 

の数を乗じて得た金額に３１６，２５０円を加えた金額を掲示

場の数で除して得た金額（１円未満の端数があるときは、その

端数は、１円とする。以下「単価の限度額」という。）を超え

るときは、単価の限度額とする。 

２ 前項本文の場合において、ポスター１枚当たりの作成単価が、 

５４１円３１銭に秦野市の議会の議員及び長の選挙におけるポ

スター掲示場の設置に関する条例（昭和５８年秦野市条例第６ 

号）により設置するポスター掲示場（以下「掲示場」という。） 

の数を乗じて得た金額に３１６，２５０円を加えた金額を掲示

場の数で除して得た金額（１円未満の端数があるときは、その

端数は、１円とする。以下「単価の限度額」という。）を超え

るときは、単価の限度額とする。 
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３ （略） ３ （略） 

  

  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、公布の日（次項において「施行日」という。）

から施行する。 

 

 （適用区分）  

２ この条例による改正後の秦野市の議会の議員及び長の選挙に

おける選挙運動費用の公費負担に関する条例の規定は、施行日

以後にその期日を告示される選挙について適用し、施行日前ま

でにその期日を告示された選挙については、なお従前の例によ

る。 
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議案第  号資料  

 

秦野市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動費用の公費負

担に関する条例の一部を改正することについて（改正要旨） 

 

１ 改正の趣旨 

公職選挙法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第２００号）が令

和７年６月４日公布、同日施行され、選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスタ

ーの作成に係る公費負担の限度額が引き上げられたことに伴い、その額に準

じて、秦野市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動費用の公費負担に

関する条例に規定する限度額についても所要の改正をするものです。 

 

２ 改正の内容 

選挙運動 区分 改正単価 現行単価 備考 

ビラ作成 一枚当たり ８円３８銭 ７円７３銭 

議員選挙は 

４，０００枚、 

市長選挙は 

１６,０００枚まで 

ポスター

作成 

一枚当たり ５８６円８８銭 ５４１円３１銭 市内２６９か所 

企 画 費 変更なし ３１６，２５０円  

※ ポスター 一枚当たりの作成単価の限度額 

（単価×掲示場数＋企画費）÷掲示場数＝１，７６２円５３銭 

※ 本市のポスター掲示場数 

２６９箇所 

 

３ 前回の改正 

(1)  時期 令和４年１２月 

(2) 理由 公職選挙法施行令の一部改正に伴うもの 

 

４ 施行日 

  公布の日 

 ※ 施行日以後にその期日を告示される選挙について適用 
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- 1 -

政
令
第
二
百
号 

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令 

内
閣
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
四
十
二
条
第
十
項
、
第
百
四
十
三
条
第
十
四
項
、
第
百
六
十

四
条
の
二
第
六
項
及
び
第
二
百
七
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

　

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
百
九
条
の
七
第
二
項
第
一
号
中
「
七
円
九
十
五
銭
」
を
「
八
円
六
十
二
銭
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
二
十
七
万
八
千

二
百
五
十
円
と
六
円
八
十
八
銭
」
を
「
三
十
万
千
七
百
円
と
七
円
四
十
六
銭
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
七
円
九
十
五
銭
」

を
「
八
円
六
十
二
銭
」
に
改
め
る
。 

第
百
九
条
の
八
中
「
七
円
九
十
五
銭
」
を
「
八
円
六
十
二
銭
」
に
、
「
七
円
七
十
三
銭
」
を
「
八
円
三
十
八
銭
」
に
、
「
二

十
七
万
八
千
二
百
五
十
円
と
六
円
八
十
八
銭
」
を
「
三
十
万
千
七
百
円
と
七
円
四
十
六
銭
」
に
、
「
三
十
八
万
六
千
五
百
円
と

五
円
十
八
銭
」
を
「
四
十
一
万
九
千
円
と
五
円
六
十
二
銭
」
に
改
め
る
。 

第
百
十
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
五
万
六
千
六
百
十
三
円
」
を
「
六
万
千
三
百
七
十
九
円
」
に
改
め
る
。 

第
百
十
条
の
三
中
「
五
万
六
千
六
百
十
三
円
」
を
「
六
万
千
三
百
七
十
九
円
」
に
、
「
五
万
三
千
六
百
一
円
」
を
「
五
万
八
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千
百
十
四
円
」
に
改
め
る
。 

第
百
十
条
の
四
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
五
百
四
十
一
円
三
十
一
銭
」
を
「
五
百
八
十
六
円
八
十
八
銭
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「
二
十
七
万
六
百
五
十
五
円
と
二
十
八
円
三
十
五
銭
」
を
「
二
十
九
万
三
千
四
百
四
十
円
と
三
十
円
七
十
三
銭
」
に
改
め
、
同

項
第
二
号
中
「
三
十
七
円
」
を
「
四
十
円
」
に
改
め
る
。 

第
百
二
十
五
条
の
三
中
「
五
万
六
千
六
百
十
三
円
」
を
「
六
万
千
三
百
七
十
九
円
」
に
、
「
四
万
九
百
五
十
四
円
」
を
「
四

万
四
千
四
百
三
円
」
に
改
め
る
。 

第
百
三
十
二
条
の
三
の
二
第
十
項
中
「
三
十
七
円
」
を
「
四
十
円
」
に
、
「
二
十
万
二
千
四
百
九
十
円
」
を
「
二
十
一
万
九

千
五
百
四
十
円
」
に
改
め
る
。 

附　

則 

（
施
行
期
日
） 

１　

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
適
用
区
分
） 

２　

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
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Administrator
テキストボックス



- 3 -

                                                    

告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た
選

挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 
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理　

由 

最
近
に
お
け
る
物
価
の
変
動
等
に
鑑
み
、
衆
議
院
議
員
及
び
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
に
関
し
、
選
挙
運
動

用
通
常
葉
書
等
の
作
成
の
公
営
に
要
す
る
経
費
に
係
る
限
度
額
を
引
き
上
げ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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○
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令　

新
旧
対
照
条
文 

　

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
（
抄
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改

正

案

現

行

 
 

　
　
　

第
十
一
章　

選
挙
運
動

　
　
　

第
十
一
章　

選
挙
運
動

（
通
常
葉
書
の
作
成
の
公
営
）

（
通
常
葉
書
の
作
成
の
公
営
）

第
百
九
条
の
七　

（
略
） 

第
百
九
条
の
七　

法
第
百
四
十
二
条
第
十
項
（
同
項
の
通
常
葉
書
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
特
定
通
常
葉
書
」
と
い
う
。
）
の
作
成
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
通
常
葉
書
の
作
成

を
業
と
す
る
者
と
の
間
に
お
い
て
特
定
通
常
葉
書
の
作
成
に
関
し
有
償
契
約
を
締
結

し
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を

管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
中

央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務

を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者

２　

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者

（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者

（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者

で
法
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き

で
法
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き

候
補
者
と
し
て
そ
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
が
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ

候
補
者
と
し
て
そ
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
が
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ

れ
て
い
る
も
の
を
除
き
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
以
下
こ
の

れ
て
い
る
も
の
を
除
き
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
定
候
補
者
」
と
い
う
。
）
が
前
項
の
契
約
に
基
づ
き
当

項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
定
候
補
者
」
と
い
う
。
）
が
前
項
の
契
約
に
基
づ
き
当

該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
通
常
葉
書
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
支
払
う
べ
き
金
額
の

該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
通
常
葉
書
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
支
払
う
べ
き
金
額
の

う
ち
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
特
定
通
常
葉
書
の
一
枚
当
た
り
の
作
成
単

う
ち
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
特
定
通
常
葉
書
の
一
枚
当
た
り
の
作
成
単

1
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価
（
当
該
作
成
単
価
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

価
（
当
該
作
成
単
価
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

め
る
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
）
に
当
該
特
定
通
常
葉
書

め
る
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
）
に
当
該
特
定
通
常
葉
書

の
作
成
枚
数
（
当
該
特
定
候
補
者
を
通
じ
て
、
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か

の
作
成
枚
数
（
当
該
特
定
候
補
者
を
通
じ
て
、
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か

ら
第
二
号
ま
で
の
選
挙
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
枚
数
の
範
囲
内
の
も
の

ら
第
二
号
ま
で
の
選
挙
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
枚
数
の
範
囲
内
の
も
の

で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
候
補
者
か

で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
候
補
者
か

ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
が

ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
が

確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
十
項
後
段

確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
十
項
後
段

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
一
条
第
七
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
一
条
第
七
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当

す
る
場
合
に
限
り
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の

す
る
場
合
に
限
り
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の

選
挙
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
が
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は

選
挙
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
が
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は

国
が
、
当
該
通
常
葉
書
の
作
成
を
業
と
す
る
者
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
、
当
該
通
常

国
が
、
当
該
通
常
葉
書
の
作
成
を
業
と
す
る
者
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
、
当
該
通
常

葉
書
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
対
し
支
払
う
。

葉
書
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
対
し
支
払
う
。

一　

当
該
特
定
通
常
葉
書
の
作
成
枚
数
が
三
万
五
千
枚
以
下
で
あ
る
場
合　

八
円
六

一　

当
該
特
定
通
常
葉
書
の
作
成
枚
数
が
三
万
五
千
枚
以
下
で
あ
る
場
合　

七
円
九

十
二
銭

十
五
銭

二　

当
該
特
定
通
常
葉
書
の
作
成
枚
数
が
三
万
五
千
枚
を
超
え
る
場
合　

三
十
万
千

二　

当
該
特
定
通
常
葉
書
の
作
成
枚
数
が
三
万
五
千
枚
を
超
え
る
場
合　

二
十
七
万

七
百
円
と
七
円
四
十
六
銭　
　
　
　

に
そ
の
三
万
五
千
枚
を
超
え
る
枚
数
を
乗
じ

八
千
二
百
五
十
円
と
六
円
八
十
八
銭
に
そ
の
三
万
五
千
枚
を
超
え
る
枚
数
を
乗
じ

て
得
た
金
額
と
の
合
計
金
額
を
当
該
特
定
通
常
葉
書
の
作
成
枚
数
で
除
し
て
得
た

て
得
た
金
額
と
の
合
計
金
額
を
当
該
特
定
通
常
葉
書
の
作
成
枚
数
で
除
し
て
得
た

金
額
（
一
銭
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
は
、
一
銭
と
す
る
。
）

金
額
（
一
銭
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
は
、
一
銭
と
す
る
。
）

３　

法
第
百
四
十
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
特
定
候
補
者
一
人

３　

法
第
百
四
十
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
特
定
候
補
者
一
人

に
つ
い
て
、
八
円
六
十
二
銭
に
特
定
通
常
葉
書
の
作
成
枚
数
（
当
該
作
成
枚
数
が
、

に
つ
い
て
、
七
円
九
十
五
銭
に
特
定
通
常
葉
書
の
作
成
枚
数
（
当
該
作
成
枚
数
が
、

同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
選
挙
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
選
挙
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

枚
数
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
枚
数
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す

枚
数
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
枚
数
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す

る
。

る
。

４　

（
略
） 

４　

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
項
の
支
払
の
請
求
の
手
続
そ
の
他
法
第
百

四
十
二
条
第
十
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。
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（
ビ
ラ
の
作
成
の
公
営
） 

（
ビ
ラ
の
作
成
の
公
営
） 

第
百
九
条
の
八　

前
条
の
規
定
は
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の

第
百
九
条
の
八　

前
条
の
規
定
は
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の

選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候

選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候

補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
で
法
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
で
法
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
と
し
て
そ
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き

優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
と
し
て
そ
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き

順
位
が
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
が
法
第
百
四
十
二
条
第

順
位
が
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
が
法
第
百
四
十
二
条
第

十
項
（
同
項
の
ビ
ラ
の
作
成
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う

十
項
（
同
項
の
ビ
ラ
の
作
成
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
二
項
第
一
号
中

と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
二
項
第
一
号
中

「
三
万
五
千
枚
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
枚
」
と
、
「
八
円
六
十
二
銭
」
と
あ
る
の
は

「
三
万
五
千
枚
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
枚
」
と
、
「
七
円
九
十
五
銭
」
と
あ
る
の
は

「
八
円
三
十
八
銭
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
三
万
五
千
枚
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
枚

「
七
円
七
十
三
銭
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
三
万
五
千
枚
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
枚

」
と
、
「
三
十
万
千
七
百
円
と
七
円
四
十
六
銭　
　
　
　

」
と
あ
る
の
は
「
四
十
一

」
と
、
「
二
十
七
万
八
千
二
百
五
十
円
と
六
円
八
十
八
銭
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
八

万
九
千
円
と
五
円
六
十
二
銭　

」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
八
円
六
十
二
銭
」
と
あ
る

万
六
千
五
百
円
と
五
円
十
八
銭
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
七
円
九
十
五
銭
」
と
あ
る

の
は
「
八
円
三
十
八
銭
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
は
「
七
円
七
十
三
銭
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
選
挙
事
務
所
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
の
公
営
） 

（
選
挙
事
務
所
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
の
公
営
） 

第
百
十
条
の
二　

（
略
） 

第
百
十
条
の
二　

法
第
百
四
十
三
条
第
十
四
項
（
同
条
第
一
項
第
一
号
の
立
札
及
び
看

板
の
類
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
立
札
及
び
看
板
の
類
」
と
い
う
。
）
の
作

成
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
を
業
と
す
る
者
と
の
間
に
お
い
て

特
定
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
に
関
し
有
償
契
約
を
締
結
し
、
総
務
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委

員
会
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議

院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合

同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２　

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者

２　

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
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（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者

（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者

で
法
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き

で
法
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き

候
補
者
と
し
て
そ
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
が
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ

候
補
者
と
し
て
そ
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
が
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ

れ
て
い
る
も
の
を
除
き
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
以
下
こ
の

れ
て
い
る
も
の
を
除
き
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
定
候
補
者
」
と
い
う
。
）
が
前
項
の
契
約
に
基
づ
き
当

項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
定
候
補
者
」
と
い
う
。
）
が
前
項
の
契
約
に
基
づ
き
当

該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
支
払
う
べ

該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
支
払
う
べ

き
金
額
の
う
ち
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
特
定
立
札
及
び
看
板
の
類
の
一

き
金
額
の
う
ち
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
特
定
立
札
及
び
看
板
の
類
の
一

当
た
り
の
作
成
単
価
（
当
該
作
成
単
価
が
六
万
千
三
百
七
十
九
円
を
超
え
る
場
合
に

当
た
り
の
作
成
単
価
（
当
該
作
成
単
価
が
五
万
六
千
六
百
十
三
円
を
超
え
る
場
合
に

は
、
六
万
千
三
百
七
十
九
円
）
に
当
該
特
定
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
数
（
当
該

は
、
五
万
六
千
六
百
十
三
円
）
に
当
該
特
定
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
数
（
当
該

特
定
候
補
者
を
通
じ
て
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
が

特
定
候
補
者
を
通
じ
て
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
が

で
き
る
選
挙
事
務
所
の
数
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に

で
き
る
選
挙
事
務
所
の
数
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に

つ
き
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
候
補
者
か
ら
の
申
請
に
基

つ
き
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
候
補
者
か
ら
の
申
請
に
基

づ
き
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
が
確
認
し
た
も
の

づ
き
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
が
確
認
し
た
も
の

に
限
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
四
十
三
条
第
十
四
項
後
段

に
限
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
四
十
三
条
第
十
四
項
後
段

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
一
条
第
七
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
一
条
第
七
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当

す
る
場
合
に
限
り
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の

す
る
場
合
に
限
り
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の

選
挙
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
が
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は

選
挙
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
が
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は

国
が
、
当
該
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
を
業
と
す
る
者
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
、

国
が
、
当
該
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
を
業
と
す
る
者
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
、

当
該
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
対
し
支
払
う
。

当
該
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
対
し
支
払
う
。

３　

法
第
百
四
十
三
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
特
定
候
補
者
一

３　

法
第
百
四
十
三
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
特
定
候
補
者
一

人
に
つ
い
て
、
六
万
千
三
百
七
十
九
円
に
特
定
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
数
（
当

人
に
つ
い
て
、
五
万
六
千
六
百
十
三
円
に
特
定
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
数
（
当

該
作
成
数
が
、
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る

該
作
成
数
が
、
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る

選
挙
事
務
所
の
数
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
三
を
乗
じ
て

選
挙
事
務
所
の
数
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
三
を
乗
じ
て

得
た
数
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

得
た
数
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

４　

（
略
） 

４　

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
項
の
支
払
の
請
求
の
手
続
そ
の
他
法
第
百

 

四
十
三
条
第
十
四
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
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。

（
自
動
車
等
に
取
り
付
け
る
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
の
公
営
）

（
自
動
車
等
に
取
り
付
け
る
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
の
公
営
）

第
百
十
条
の
三　

前
条
の
規
定
は
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の

第
百
十
条
の
三　

前
条
の
規
定
は
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の

選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候

選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候

補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
で
法
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
で
法
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
と
し
て
そ
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き

優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
と
し
て
そ
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き

順
位
が
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
が
法
第
百
四
十
三
条
第

順
位
が
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
が
法
第
百
四
十
三
条
第

十
四
項
（
同
条
第
一
項
第
二
号
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
に
係
る
部
分
に
限
る

十
四
項
（
同
条
第
一
項
第
二
号
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
前
条
第
二
項
中
「
六
万
千
三
百
七
十
九
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
八
千
百

お
い
て
、
前
条
第
二
項
中
「
五
万
六
千
六
百
十
三
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
三
千
六

十
四
円
」
と
、
「
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
が
で
き

百
一
円
」
と
、
「
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
が
で
き

る
選
挙
事
務
所
の
数
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
の
範
囲
内
」
と
あ
る
の
は
「
四
以
内
（

る
選
挙
事
務
所
の
数
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
の
範
囲
内
」
と
あ
る
の
は
「
四
以
内
（

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、

八
以
内
）
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
六
万
千
三
百
七
十
九
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
万

八
以
内
）
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
五
万
六
千
六
百
十
三
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
万

八
千
百
十
四
円
」
と
、
「
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と

三
千
六
百
一
円
」
と
、
「
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と

が
で
き
る
選
挙
事
務
所
の
数
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
」
と
あ
り
、
及
び
「
当
該
三
を

が
で
き
る
選
挙
事
務
所
の
数
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
」
と
あ
り
、
及
び
「
当
該
三
を

乗
じ
て
得
た
数
」
と
あ
る
の
は
「
四
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参

乗
じ
て
得
た
数
」
と
あ
る
の
は
「
四
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参

議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
八
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
八
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
営
）

（
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
営
）

第
百
十
条
の
四　

（
略
） 

第
百
十
条
の
四　

法
第
百
四
十
三
条
第
十
四
項
（
同
項
の
ポ
ス
タ
ー
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
特
定
ポ
ス
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
作
成
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ポ
ス
タ
ー
の
作

成
を
業
と
す
る
者
と
の
間
に
お
い
て
特
定
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
に
関
し
有
償
契
約
を
締

結
し
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
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を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は

中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事

務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者

２　

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者

（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者

（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者

で
法
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き

で
法
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き

候
補
者
と
し
て
そ
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
が
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ

候
補
者
と
し
て
そ
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
が
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ

れ
て
い
る
も
の
を
除
き
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
以
下
こ
の

れ
て
い
る
も
の
を
除
き
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
定
候
補
者
」
と
い
う
。
）
が
前
項
の
契
約
に
基
づ
き
当

項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
定
候
補
者
」
と
い
う
。
）
が
前
項
の
契
約
に
基
づ
き
当

該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
支
払
う
べ
き
金
額
の

該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
支
払
う
べ
き
金
額
の

う
ち
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
特
定
ポ
ス
タ
ー
の
一
枚
当
た
り
の
作
成
単

う
ち
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
特
定
ポ
ス
タ
ー
の
一
枚
当
た
り
の
作
成
単

価
（
当
該
作
成
単
価
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

価
（
当
該
作
成
単
価
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

め
る
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
）
に
当
該
特
定
ポ
ス
タ
ー

め
る
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
）
に
当
該
特
定
ポ
ス
タ
ー

の
作
成
枚
数
（
当
該
特
定
候
補
者
を
通
じ
て
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参

の
作
成
枚
数
（
当
該
特
定
候
補
者
を
通
じ
て
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参

議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示

議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示

場
の
数
に
二
を
乗
じ
て
得
た
数
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は

場
の
数
に
二
を
乗
じ
て
得
た
数
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は

七
万
枚
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

七
万
枚
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
特
定
候
補
者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

り
、
当
該
特
定
候
補
者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

す
る
選
挙
管
理
委
員
会
が
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
つ
い

す
る
選
挙
管
理
委
員
会
が
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
つ
い

て
は
、
法
第
百
四
十
三
条
第
十
四
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
一
条
第

て
は
、
法
第
百
四
十
三
条
第
十
四
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
一
条
第

七
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選

七
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選

出
議
員
又
は
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
が
、
参
議
院

出
議
員
又
は
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
が
、
参
議
院

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
国
が
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
国
が
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す

る
者
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
対
し
支
払

る
者
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
対
し
支
払

う
。

う
。
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一　

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
の
場
合　

一　

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
の
場
合　

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額
に
三
十
一
万
六

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額
に
三
十
一
万
六

千
二
百
五
十
円
を
加
え
た
金
額
を
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数

千
二
百
五
十
円
を
加
え
た
金
額
を
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数

で
除
し
て
得
た
金
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
は
、
一

で
除
し
て
得
た
金
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
は
、
一

円
と
す
る
。
）

円
と
す
る
。
）

イ　

当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
が
五
百
以
下
で
あ
る
場
合　

イ　

当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
が
五
百
以
下
で
あ
る
場
合　

五
百
八
十
六
円
八
十
八
銭
に
当
該
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額

五
百
四
十
一
円
三
十
一
銭
に
当
該
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額

ロ　

当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
が
五
百
を
超
え
る
場
合　

二

ロ　

当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
が
五
百
を
超
え
る
場
合　

二

十
九
万
三
千
四
百
四
十
円
と
三
十
円
七
十
三
銭
に
そ
の
五
百
を
超
え
る
数
を
乗

十
七
万
六
百
五
十
五
円
と
二
十
八
円
三
十
五
銭
に
そ
の
五
百
を
超
え
る
数
を
乗

じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
金
額

じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
金
額

二　

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
場
合　

四
十
円　

二　

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
場
合　

三
十
七
円

３
・
４　

（
略
） 

３　

法
第
百
四
十
三
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
特
定
候
補
者
一

人
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金

額
と
す
る
。

一　

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
の
場
合　

前
項
第
一
号
に
定
め
る
金
額
に
特
定
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
枚
数
（
当
該
作
成
枚
数
が

当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
に
二
を
乗
じ
て
得
た
数
を
超
え
る

場
合
に
は
、
当
該
二
を
乗
じ
て
得
た
数
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額

二　

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
場
合　

前
項
第
二
号
に
定
め
る
金
額
に

特
定
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
枚
数
（
当
該
作
成
枚
数
が
七
万
枚
を
超
え
る
場
合
に
は
、

七
万
枚
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額

４　

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
項
の
支
払
の
請
求
の
手
続
そ
の
他
法
第
百

四
十
三
条
第
十
四
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る

。

（
個
人
演
説
会
場
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
の
公
営
）

（
個
人
演
説
会
場
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成
の
公
営
）
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第
百
二
十
五
条
の
三　

第
百
十
条
の
二
の
規
定
は
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は

第
百
二
十
五
条
の
三　

第
百
十
条
の
二
の
規
定
は
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は

参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
が
法
第
百
六
十
四
条
の

参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
が
法
第
百
六
十
四
条
の

二
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

二
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
百
十
条
の
二
第
二
項
中
「
六
万
千
三
百
七
十
九
円
」
と
あ
る
の
は

合
に
お
い
て
、
第
百
十
条
の
二
第
二
項
中
「
五
万
六
千
六
百
十
三
円
」
と
あ
る
の
は

「
四
万
四
千
四
百
三
円
」
と
、
「
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す

「
四
万
九
百
五
十
四
円
」
と
、
「
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す

る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
事
務
所
の
数
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
の
範
囲
内
」
と
あ
る
の

る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
事
務
所
の
数
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
の
範
囲
内
」
と
あ
る
の

は
「
五
以
内
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
十
以
内
）
」
と
、
「
第
百

は
「
五
以
内
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
十
以
内
）
」
と
、
「
第
百

四
十
三
条
第
十
四
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
四
条
の
二
第
六
項
後
段
」
と

四
十
三
条
第
十
四
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
四
条
の
二
第
六
項
後
段
」
と

、
同
条
第
三
項
中
「
六
万
千
三
百
七
十
九
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
万
四
千
四
百
三
円

、
同
条
第
三
項
中
「
五
万
六
千
六
百
十
三
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
万
九
百
五
十
四
円

」
と
、
「
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙

」
と
、
「
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙

事
務
所
の
数
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
」
と
あ
り
、
及
び
「
当
該
三
を
乗
じ
て
得
た
数

事
務
所
の
数
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
」
と
あ
り
、
及
び
「
当
該
三
を
乗
じ
て
得
た
数

」
と
あ
る
の
は
「
五
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
十
）
」
と
読
み
替

」
と
あ
る
の
は
「
五
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
十
）
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

え
る
も
の
と
す
る
。

 
 

　
　
　

第
十
三
章
の
二　

選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
の
特
例 

　
　
　

第
十
三
章
の
二　

選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
の
特
例 

 
 

（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
再
選
挙
に
関
す
る
法
第
十
三
章
の
規
定
等
の
特
例

（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
再
選
挙
に
関
す
る
法
第
十
三
章
の
規
定
等
の
特
例

）

）

第
百
三
十
二
条
の
三
の
二　

（
略
） 
第
百
三
十
二
条
の
三
の
二　

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る

再
選
挙
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

当
該
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。 

　

（
表
略
）

２
～
９　

（
略
） 

２　

前
項
の
表
に
掲
げ
る
区
域
を
区
域
と
し
て
行
わ
れ
る
同
項
の
再
選
挙
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
単
に
「
再
選
挙
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
一
の
都
道
府
県
の
区
域
を
区

25
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域
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
又
は
一
の
指
定
都
市
の
区
域
を
区
域
と
し
て
行
わ
れ
る
も

の
に
お
い
て
は
、
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
法
第
百
四
十
九
条
第
三
項
の
新
聞
広
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

再
選
挙
の
う
ち
、
一
の
都
道
府
県
の
区
域
を
区
域
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
及
び
一

の
指
定
都
市
の
区
域
を
区
域
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
お
い
て
は
、
参

議
院
名
簿
届
出
政
党
等
は
、
法
第
百
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新

聞
広
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４　

再
選
挙
に
お
い
て
は
、
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
は
、
法
第
百
五
十
条
第
三
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
見
放
送
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５　

再
選
挙
の
う
ち
、
一
の
都
道
府
県
の
区
域
を
区
域
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
又
は
一

の
指
定
都
市
の
区
域
を
区
域
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
お
い
て
は
、
法
第
百
七
十
六

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
都
道
府
県
又
は
当
該
指
定
都
市
の
区
域
を
包
括
す

る
都
道
府
県
の
区
域
を
単
位
と
し
て
通
用
す
る
特
殊
乗
車
券
（
同
条
の
特
殊
乗
車
券

で
あ
つ
て
、
運
賃
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
急
行
料
金
を
支
払
う
こ
と
な
く
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
殊
乗
車
券
で
な
い
も
の
を
い
う
。
）
十
五
枚
を
交
付
し
、

そ
の
他
の
も
の
に
お
い
て
は
、
同
条
の
特
殊
乗
車
券
及
び
特
殊
航
空
券
は
、
交
付
し

な
い
。

６　

再
選
挙
に
第
百
九
条
の
四
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、

同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
イ
中
「
以
上
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選

挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
三
台
以
上
）
」
と
あ
る
の
は
「
以

上
」
と
、
「
一
台
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区

選
挙
に
あ
つ
て
は
、
い
ず
れ
か
二
台
）
」
と
あ
る
の
は
「
一
台
」
と
、
同
号
ハ
中
「

以
上
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ

て
は
、
三
人
以
上
）
」
と
あ
る
の
は
「
以
上
」
と
、
「
一
人
（
参
議
院
比
例
代
表
選

出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
い
ず
れ
か
二
人
）
」

と
あ
る
の
は
「
一
人
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
六
万
四
千
五
百
円
（
参
議
院
比
例
代
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表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
十
二
万
九
千
円

）
」
と
あ
る
の
は
「
六
万
四
千
五
百
円
」
と
す
る
。

７　

再
選
挙
に
第
百
九
条
の
七
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、

同
条
第
二
項
中
「
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
選
挙
の
区

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
枚
数
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
二
条
の
三
の
二
第

一
項
の
表
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
二
の
通
常
葉
書
の
数
の
項
中
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定

め
る
枚
数
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
選
挙

の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
枚
数
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
枚
数
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
の
表
法
第
百
四
十
二
条

第
一
項
第
一
号
の
二
の
通
常
葉
書
の
数
の
項
中
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
再
選
挙
の
行

わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
枚
数
を
超
え
る
場
合
に

は
、
当
該
下
欄
に
定
め
る
枚
数
」
と
す
る
。

８　

再
選
挙
に
第
百
九
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
九
条
の
七
第
二
項
及
び
第
三

項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
第

一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
選
挙
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
枚
数
」
と
あ
る

の
は
「
第
百
三
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
の
表
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の

二
の
ビ
ラ
の
数
の
項
中
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
枚
数
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
同
条
第
一
項
第

一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
選
挙
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
枚
数
を
超
え
る

場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
枚
数
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
二
条
の
三
の
二

第
一
項
の
表
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
二
の
ビ
ラ
の
数
の
項
中
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め

る
枚
数
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
下
欄
に
定
め
る
枚
数
」
と
す
る
。

９　

再
選
挙
に
第
百
十
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
十
条
の
二
第
二

項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
同
条
第
二
項
中
「
以
内
（
参
議
院
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比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
八
以
内

）
」
と
あ
る
の
は
「
以
内
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
四
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議

員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
八
）
」
と
あ
る
の
は
「
四

」
と
す
る
。

　

再
選
挙
に
第
百
十
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、

　

再
選
挙
に
第
百
十
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、

10

10

同
条
第
二
項
中
「
七
万
枚
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
の
表

同
条
第
二
項
中
「
七
万
枚
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
の
表

法
第
百
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
二
の
ポ
ス
タ
ー
の
数
の
項
中
同
表
の
下
欄
に
掲

法
第
百
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
二
の
ポ
ス
タ
ー
の
数
の
項
中
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
枚
数

げ
る
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
枚
数

」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
四
十
円　

」
と
あ
る
の
は
「
四
十
円　

と
二
十
一
万
九
千

」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
三
十
七
円
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
七
円
と
二
十
万
二
千
四

五
百
四
十
円
を
第
百
三
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
の
表
法
第
百
四
十
四
条
第
一
項
第

百
九
十
円　

を
第
百
三
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
の
表
法
第
百
四
十
四
条
第
一
項
第

二
号
の
二
の
ポ
ス
タ
ー
の
数
の
項
中
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区

二
号
の
二
の
ポ
ス
タ
ー
の
数
の
項
中
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区

域
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
枚
数
で
除
し
て
得
た
金
額
（
一
円

域
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
枚
数
で
除
し
て
得
た
金
額
（
一
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
は
、
一
円
と
す
る
。
）
と
の
合
計
金
額

未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
は
、
一
円
と
す
る
。
）
と
の
合
計
金
額

」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
七
万
枚
を
超
え
る
場
合
に
は
、
七
万
枚
」
と
あ
る

」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
七
万
枚
を
超
え
る
場
合
に
は
、
七
万
枚
」
と
あ
る

の
は
「
第
百
三
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
の
表
法
第
百
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の

の
は
「
第
百
三
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
の
表
法
第
百
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の

二
の
ポ
ス
タ
ー
の
数
の
項
中
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区

二
の
ポ
ス
タ
ー
の
数
の
項
中
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
再
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
の
区

分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
枚
数
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
下
欄
に

分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
枚
数
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
下
欄
に

定
め
る
枚
数
」
と
す
る
。

定
め
る
枚
数
」
と
す
る
。
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